
○大田区青少年交流センター条例施行規則 

平成30年10月３日 

規則第98号 

改正 令和元年６月５日第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大田区青少年交流センター条例（平成30年条例第44号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用者の範囲） 

第２条 条例第２条第１項第４号の規則に定める団体は、次に掲げる団体とする。 

(１) 生涯学習活動を行う団体 

(２) 地域課題に関する活動を行う団体 

（使用の予約申込み） 

第３条 条例第３条第１項の規定により、大田区青少年交流センター（以下「青少年センター」とい

う。）の施設及び設備（以下「施設等」という。）を使用しようとする者は、大田区青少年交流セ

ンター施設等予約申込書（宿泊用）（別記第１号様式）又は大田区青少年交流センター施設等予約

申込書（日帰り用）（別記第２号様式）により、抽せんによる予約又は先着順による予約を区長に

申し込まなければならない。 

２ 前項の規定による使用のうち、条例第２条第１項第１号、第２号及び第３号に規定する団体が、

宿泊を伴う場合の使用をするときは、次に掲げる期間に予約を区長に申し込むものとする。 

(１) 抽せんによる予約の申込み 使用を開始する日の属する月の４月前の月の１日から９日まで

の期間（当該期間の初日が第13条に規定する休業日（以下この条及び次条において「休業日」と

いう。）に当たるときは、その直後の開業日を初日とし、当該期間の末日が休業日に当たるとき

は、その直前の開業日を末日とする。以下この条及び次条において同じ。） 

(２) 先着順による予約の申込み 使用を開始する日の属する月の４月前の月の21日から23日まで

の期間 

３ 第１項の規定による使用のうち、条例第２条第１項第１号、第２号及び第３号に規定する団体が、

宿泊を伴わない場合の使用をするときは、次に掲げる期間に予約を区長に申し込むものとする。 

(１) 抽せんによる予約の申込み 使用する日の属する月の３月前の月の１日から９日までの期間 

(２) 先着順による予約の申込み 使用する日の属する月の３月前の月の21日から23日までの期間 

４ 第２項の規定による予約の申込みは、前項の期間においてもできるものとする。 

５ 条例第２条第２項の規定による使用及び前条の団体の使用は、宿泊を伴う場合の使用及び宿泊を

伴わない場合の使用にかかわらず、使用を開始する日の属する月の２月前の月の１日（当該日が休

業日に当たるときは、その直後の開業日を当該日とする。）から先着順による予約の申込みができ

るものとする。 

６ 第２項及び第３項の規定による予約の申込みは、前項の規定による予約の申込みの期間において

もできるものとする。 

（使用の申請） 

第４条 前条の規定により、予約の申込みをした者は、次に掲げる期間に、大田区青少年交流センタ

ー施設等使用申請書（別記第３号様式。以下「使用申請書」という。）を区長に提出しなければな

らない。 

(１) 前条第２項第１号の規定による予約の申込みの場合 予約の確定日から当該確定日の属する

月の19日までの期間 

(２) 前条第２項第２号の規定による予約の申込みの場合 予約の確定日から当該確定日の属する

月の26日までの期間 

(３) 前条第３項第１号の規定による予約の申込みの場合 予約の確定日から当該確定日の属する



月の19日までの期間 

(４) 前条第３項第２号の規定による予約の申込みの場合 予約の確定日から当該確定日の属する

月の26日までの期間 

(５) 前条第５項の規定による予約の申込みの場合 予約の確定日から７日（休業日の日数は、算

入しない。）以内の期間（予約の確定日から７日目の日が使用日以降の日のときは、使用日まで） 

２ 前項の規定による申請がなかったときは、予約を取り消すものとする。ただし、区長は、特別な

理由があると認めるときは、前項の期間を延長することができるものとする。 

（使用の承認） 

第５条 区長は、前条の規定による申請を審査し、適当と認めたときは、大田区青少年交流センター

施設等使用承認書（別記第４号様式。以下「使用承認書」という。）を交付するものとする。 

（使用の変更等） 

第６条 条例第５条第１項の規定により、前条の規定による承認を受けた者（以下「使用者」という。）

が、次に掲げる承認内容を変更しようとするときは、使用日の７日前までに大田区青少年交流セン

ター施設等使用変更申請書兼使用料返還申請書（別記第５号様式）に使用承認書を添えて、区長に

提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。 

(１) 使用期間等 

(２) 使用施設等 

(３) 宿泊人数 

２ 区長は、前項の規定による申請を審査し、適当と認めたときは、大田区青少年交流センター施設

等使用変更承認書（別記第６号様式。以下「使用変更承認書」という。）を交付するものとする。 

３ 使用者は、前項の規定による変更承認を受けた場合において、当該変更承認後の使用料が既納の

使用料を上回るときは、使用変更承認書の交付を受ける際に、その差額を区長に納付しなければな

らない。 

（使用の取消し） 

第７条 条例第５条第１項の規定により、使用者が承認内容を取り消そうとするときは、大田区青少

年交流センター施設等使用取消申請書兼使用料返還申請書（別記第７号様式）に使用承認書を添え

て、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請を審査し、適当と認めたときは、大田区青少年交流センター施設

等使用取消承認書（別記第８号様式）を交付するものとする。 

（使用承認書の提示） 

第８条 使用者は、施設等を使用するときは、使用承認書又は使用変更承認書を青少年センターの管

理者に提示しなければならない。 

（利用促進に関する業務に係る洋室の使用料） 

第９条 条例別表１ア備考第６号の区長が別に定める使用料は、別表のとおりとする。 

（使用料の返還） 

第10条 条例第７条ただし書の規定による使用料の返還は、次に掲げるところによる。 

(１) 使用者の責に帰さない事由で使用することができないとき。 全額 

(２) 条例第５条第２項第４号の規定により、使用承認を取り消したとき。 全額 

(３) 使用日の30日前までに使用承認の取消しの申請があり、相当の理由があると認めたとき。 全

額 

(４) 使用日の15日前までに使用承認の取消しの申請があり、相当の理由があると認めたとき。 ５

割の額 

(５) 使用日の７日前までに使用承認の取消しの申請があり、相当の理由があると認めたとき。 ２

割の額 

２ 前項に定める場合のほか、第６条第２項の規定による変更承認を受けた場合において、当該変更



承認後の使用料が既納の使用料を下回るときは、区長は、その差額を返還するものとする。 

３ 使用者は、前２項の規定により使用料の返還の申請をしようとするときは、大田区青少年交流セ

ンター施設等使用変更申請書兼使用料返還申請書又は大田区青少年交流センター施設等使用取消申

請書兼使用料返還申請書を区長に提出しなければならない。 

（原状回復の点検） 

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、青少年センターの管理者の点検を受けなければ

ならない。 

（損傷等の届出） 

第12条 使用者は、施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに青少年センター

の管理者に届け出なければならない。 

（休業日） 

第13条 休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、これを

変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。 

(１) 年始 １月１日から同月３日まで 

(２) 年末 12月29日から同月31日まで 

（指定申請書の提出） 

第14条 条例第14条第１項の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下

「団体等」という。）は、大田区青少年交流センター指定管理者指定申請書（別記第９号様式。以

下「指定申請書」という。）を区長に提出しなければならない。 

２ 前項の指定申請書には、条例第14条第２項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(１) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

(２) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

(３) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類 

(４) 団体等の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

３ 前２項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。 

（指定の通知） 

第15条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、条例第14条第１項の規定により指定

管理者に指定すること又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により、当該申請をし

た団体等に通知するものとする。 

（協定の締結） 

第16条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と青少年センターの管理に関する協

定を締結するものとする。 

２ 前項の協定においては、条例第15条に規定する業務の範囲に関する事項及び条例第16条に規定す

る管理の基準に関する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 管理に要する費用に関する事項 

(２) 管理業務及び経理状況の報告、調査及び指示に関する事項 

(３) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（青少年センターの管理を指定管理者に行わせる場合の読替え） 

第17条 条例第13条第１項の規定により、青少年センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第

３条から第７条まで及び第10条の規定中「区長」とあるのは、「指定管理者」と、別記第１号様式

から別記第８号様式までの規定中「（宛先）大田区長」とあるのは、「（宛先）指定管理者」と、

「大田区長（氏名） ［印］」とあるのは、「 



指定管理者 

（指定管理者名） 

（代表者氏名）   （（印）） 

」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

１ この規則は、大田区青少年交流センター条例（平成30年条例第44号）の施行の日から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

付 則（令和元年６月５日規則第５号） 

１ この規則は、令和元年10月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 区長又は指定管理者は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備

行為をすることができる。 

別表（第９条関係） 

施設名 区分 使用料（１人１泊当たり） 

洋室 中学生以下 4,400円 

高校生 5,000円 

成人 6,600円 

備考 中学生以下とは、５歳から中学生に相当する年齢までの者を、高校生とは、高校生に相当す

る年齢の者を、成人とは、高校生を除く19歳以上の者をいう。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第４条関係） 

第４号様式（第５条関係） 

第５号様式（第６条、第10条関係） 

第６号様式（第６条関係） 

第７号様式（第７条、第10条関係） 

第８号様式（第７条関係） 

第９号様式（第14条関係） 

 


